
 

北九州市立美術館会計年度任用職員（教育普及担当員）選考案内 

 

令和４年１０月２８日 

北九州市立美術館普及課 

               

【申込期間】 令和４年１１月８日（火）～令和４年１１月２４日（木） 

（ただし、月曜日を除く） 

【受付時間】 午前９時３０分から午後５時００分まで 

【申込方法】 郵送または持参 

【提 出 先】 〒８０４－００２４ 北九州市戸畑区西鞘ケ谷町 21 番 1 号 

      北九州市立美術館 普及課 

 

１ 試験実施の趣旨 

この選考試験は、令和５年度における北九州市立美術館会計年度任用職員（教育普及

担当員）の任用にあたって、必要な適性の有無をみるために実施するものです。 

 

２ 職務内容 

（１）北九州市立美術館で実施する美術鑑賞事業全般 

企画立案の補助、学校との連絡調整、ガイドスタッフの指導、契約・支払い事務 

当日対応等 

（２）その他、美術館教育普及事業の補助等 

 

３ 採用予定数及び受験資格 

（１）採用予定数  １名 

（２）受験資格（次の全ての要件を満たす人が受験できます。） 

① 小学校教員免許を有する人、または小学校教員経験者 

② パソコン操作のできる人（ワード、エクセル程度） 

（３）欠格事項（次のいずれかに該当する者は受験できません。） 

① 禁錮以上の刑に処され、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなく

なるまでの人 

② 北九州市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない 

 人 

③ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力

で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

※ 受験資格がないことが判明した場合は、合格を取り消します。また、申込書の記載

事項が正しくないことが判明した場合は、合格を取り消すことがあります。 

 



４ 申込方法 

 （１）申込受付期間  

    令和４年１１月８日（火）～令和４年１１月２４日（木） 

 （２）申込方法 

  ①提出書類 

   ・JIS 規格の履歴書 

   ・小学校教員免許を有することを証明する書類の写し(習得見込み可) 

   ・受験票等送付用の封筒 

※定形封筒の表に、受験者が受験票を受取ることができる宛先（郵便番号、住所、

氏名）を記入のうえ、８４円切手を貼って下さい。 

  ②提出方法 

   ア 郵送の場合 

     封筒の表に「受験申込」と赤字で書き、「簡易書留郵便」で郵送してください。 

令和４年１１月２４日（木）までの消印があるものに限り受け付けますので注

意してください。 

   イ 持参の場合 

     開館日の９時３０分から１７時の間に提出してください。 

 （３）その他 

 ・提出書類の記載事項に不備がある場合は、受け付けできません。 

 ・受験資格に関わる項目の記入、写真の貼付等を忘れないよう注意してください。 

・試験について不明な点があるときは、問い合わせ先に問い合わせてください。ただし、

試験内容等に関わることについてはお答えできません。 

 ・受験申込後、令和４年１２月１３日（火）までに受験票が届かないとき、もしくは 

選考試験の連絡がない場合は、問い合わせ先にご連絡ください。 

 



５ 選考内容 

（１）選考日 

   令和４年１２月１８日（日）午前１０時開始（午前９時５０分集合） 

（２）選考会場 

   北九州市立美術館 本館(北九州市戸畑区西鞘ケ谷町２１－１)  

（３）選考方法 

科 目 選考時間 内 容 

作文 

（３０点） 

６０分 

（予定） 

教育普及担当員として必要な専門的知識及び

能力について作文試験を行います。 

面 接 

（３０点） 

１５分 

（予定） 
面接を行います。 

（４）試験当日に用意するもの 

   受験票、筆記用具 

（５）試験結果の通知 

試験の結果は、令和４年１２月２７日（火）１３時から美術館ホームページに掲示

し、あわせて、文書で受験者全員へ通知いたします。（電話での問い合わせには応じら

れません。） 

  ※暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定す

る暴力団員）と判明した場合は、他の成績の如何に関わらず、不採用となります。

なお、合格者決定にあたって、必要な官公庁へ照会を行います。 

 

 

６ 勤務条件等 

（法律等の改正・社会経済情勢等の変化により勤務条件等は変更することがあります。） 

（１）勤務場所：北九州市立美術館本館(北九州市戸畑区西鞘ケ谷町２１－１) 

（２）業務内容：美術館教育普及業務 

（３）任用期間：令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

        なお、勤務成績が良好な場合、次年度以降も任用することがあります。

（再度の任用 ４回 最大５年度まで） 

（４）勤 務 日：週５日 週休日は、４週間を通じ８日間となる所属長の指定する日 

（土･日･祝日の勤務の場合あり） 

（５）勤務時間：９時００分から１７時３０分 

（うち休憩時間１２時４５分～１３時４５分 ６０分） 

（６）時間外勤務：あり 

 

 



（７）報  酬：月額１８６，０９９円～２２４，６７３円 

（地域手当に相当する報酬を含む） 

        ※任用される者の職歴等により個別に決定します。 

        ※その他、期末手当、交通費等が支給されます。 

（８）社会保険：健康保険、厚生年金保険、雇用保険について適用します。 

 

【申込書の提出及び問い合わせ先】 

     〒８０４－００２４ 北九州市戸畑区西鞘ケ谷町 21 番 1 号 

        北九州市立美術館 普及課 

        電話 ０９３－８８２－７７７７ 

        (９時３０分～１７時 :月曜日休館) 

 

 

 


